
北九州市新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業者に対するサー

ビス継続支援事業補助金交付要綱 

 

（通則） 

第１条 新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業者に対するサービ

ス継続支援事業補助金（以下「支援補助金」という。）については、予算の範囲内に

おいて交付するものとし、北九州市補助金等交付規則（昭和４１年規則第２７号、以

下「交付規則」という。）の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。 

 

（交付の目的） 

第２条 支援補助金は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている障害福祉サ

ービス等事業所が、必要なサービスを継続して提供できるよう、必要なかかり増し経

費等に支援を行うことを目的とする。 

 

（交付の対象） 

第３条 支援補助金の対象は、新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事

業者に対するサービス継続支援事業実施要綱（以下「国実施要綱」という。）に基づ

き、北九州市内に所在する障害福祉サービス等事業所が行う別添の事業（以下「補助

事業」という。）を実施するために必要な経費のうち、市長が認める経費とする。 

２ １の規定に関わらず、北九州市内に所在する事業所と連携した北九州市外に所在す

る事業所が実施する、別添の「障害福祉サービス等事業者との連携支援事業」も支援

補助金の対象とする。 

３ 障害福祉サービス等報酬及び他の国庫補助金等で措置されているものは交付対象

としないものとする。 

 

（交付の申請及び実績の報告） 

第４条 補助事業を行う者（以下「補助事業者」という。）が、支援補助金の交付の申

請をしようとするときは、交付申請書兼実績報告書（様式第１－１号）に関係書類を

添えて、市長に申請しなければならない。 

  

（交付の決定及び額の確定） 

第５条 市長は、支援補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審

査し、支援補助金を交付すべきものと認めたときは、交付すべき額を確定し、支援補

助金の交付を決定する。 

 

（交付額の算定方法） 



第６条 この支援補助金の交付額は、次により算出された額とする。また、１，０００

円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。ただし、交付額が予

算額を超える場合、交付額を減額することができる。 

（１） 国実施要綱において事業所・施設等の種別ごとに定めている基準単価と対象経

費の実支出額とを比較して少ない方の額を支援補助金の額とする。 

（２） 特別な事情により基準単価を超える必要がある事業所・施設については、個別協

議を実施し、厚生労働省が特に必要と認めた場合は、基準単価を上乗せした額を

支援補助金の額とする。 

 

（交付の条件） 

第７条 第３条に規定する事業に対して支援補助金を交付する場合には、補助事業者に

対し、次の条件を付するものとする。 

（１） 事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価５０万円以上の機械、器具

及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する

法律施行令第１４条第１項第２号の規定により厚生労働大臣が別に定める期

間を経過するまで、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反し

て使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。 

（２） 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その

収入の全部又は一部を市に納付させることがある。 

（３） 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後において

も善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図ら

なければならない。 

（４） 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により支援補助金に係る消

費税及び地方消費税にかかる仕入控除税額が確定した場合（仕入控除額が０

円の場合を含む。）は、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度６月

３０日までに速やかに市長に報告しなければならない。なお、補助金に係る仕

入税額控除があることが確定した場合には、当該仕入税額控除税額を北九州

市に返還しなければならない。 

（５） 支援補助金と事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入

及び支出についての証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助金

の額の確定の日の属する年度の終了後５年間保管しておかなければならない。

ただし、事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価３０万円以上の財

産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又

は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第１４条第１項第

２号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅

い日まで保管しておかなければならない。 



 

（決定の通知及び支払） 

第８条 第５条の規定により支援補助金の交付の決定し、額を確定したときは、決定の

内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を、支給決定通知書兼額の確定通知書

（様式第２号）により補助事業者に通知する。 

２ 第１項による通知を行った後、すみやかに補助事業者に対し、支援補助金の支払を

行うものとする。 

 

（不交付の決定の通知） 

第９条 支援補助金の交付が不適当であると認めたときは、別に定める様式により補助

事業者に通知する。 

 

（決定の取消し） 

第１０条 市長は、補助事業者が第３条に規定する事業に関して、次の各号のいずれか

に該当するときには、支援補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すこととし、

別に定める様式により、補助事業者に通知するものとする。 

（１） 偽りその他不正の手段により支援補助金の交付をうけたとき 

（２） 第３条に規定する事業以外に支援補助金を使用したとき 

（３） 第７条に規定する交付の条件に違反したとき 

（４） 第１２条の各号いずれかに該当したとき 

（５） その他この要綱の規定に違反したと認められるとき 

２ 第１項による取消しにより補助事業者に損害があっても、市長はその損害の賠償の

責めを負わないものとする。 

 

（補助金の返還） 

第１１条 第１０条の規定により支援補助金の交付の決定を取り消した場合、市長は、

すでに交付されている補助金の全部又は一部について期限を定めて、その返還を命ず

るものとする。 

 

（暴力団の排除） 

第１２条 補助事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、

次の各号に該当する場合は、支援補助金の支給対象としない。 

（１） 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号。以下「暴対法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下

同じ。） 

（２） 暴力団員（暴対法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 



（３） 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者。 

 

（調査または報告） 

第１３条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対して、補助金の執行状況等

について実地検査、必要な書類、帳簿等の検査、または報告を求めることができるものと

する。 

 

（その他） 

第１４条 この要綱の施行について必要な事項は、別に保健福祉局長が定める。 

 

付 則 

この要綱は令和２年１２月１０日から施行し、令和２年１月１５日から適用する。 

 

 

 


